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令和８年２月七戸町教育委員会定例会議事録 

 

１ 開催日時  令和８年２月１９日（木） 午前９時２８分 

 

２ 場  所  七戸町役場七戸庁舎 ３階 第１会議室 

 

３ 出 席 者  教育長 森田勝博、職務代理者 山田典郎、委員 菊池龍達、 

委員 盛田元之、委員 半﨑雪子 

 

４ 欠 席 者  なし 

 

５ 出席職員  学務課長 附田良亮、生涯学習課長 鳥谷部伸一、 

スポーツ振興課長 井上健、国民スポーツ大会推進室長 山田真太郎 

 

６ 議事日程 

日程第１  議事録署名委員の指名について 

日程第２  会期の決定について 

日程第３  傍聴人の制限について 

日程第４  報告第２８号 令和８年２月教育長等一般経過報告について 

日程第５  報告第２９号 七戸町議会文教厚生常任委員会の報告について 

日程第６  報告第３０号 七戸町教育福祉援助基金運営委員会委員の報告について 

日程第７  報告第３１号 令和７年度七戸町スポーツ顕賞受賞者の報告について 

日程第８  議案第２３号 七戸町立公民館使用条例の一部を改正する条例について 

日程第９  議案第２４号 七戸町総合アリーナ条例施行規則の一部を改正する規則に 

ついて 

日程第１０ 議案第２５号 令和７年度七戸町教育奨励賞受賞者の追加審査について 

日程第１１ 議案第２６号 七戸町立小・中学校教職員の働き方改革プランの策定につ 

いて 

日程第１２ 議案第２７号 七戸町立学校の教職員に関する業務量管理・健康確保措置 

実施計画の策定について 

日程第１３ 議案第２８号 令和７年度七戸町一般会計補正予算（第１０号・教育費関 

係）について 

日程第１４ 議案第２９号 令和８年度七戸町一般会計予算（教育費関係）について 

日程第１５ 議案第３０号 教育委員会事務局職員等の人事に関し教育長へ委任するこ

とについて 

日程第１６ その他    各課（室・館）からの連絡事項 
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追加日程第１ 議案第３１号 県費負担教職員校長人事の内申について 

 

７ 傍 聴 人  なし 
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

学務課長 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

ただいまから、令和８年２月七戸町教育委員会定例会を開会いたしま

す。 

ただいまの出席者は５名で、定足数に達しておりますので、会議は成

立しております。 

 

日程第１ 議事録署名委員の指名をいたします。 

１番山田委員と４番半﨑委員を指名いたします。 

 

日程第２ 会期の決定をいたします。 

会期は２月１９日、本日、１日としたいと思いますが、御異議ありま

せんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

したがいまして、会期は本日１日と決定します。 

 

日程第３ 傍聴人の人数の制限についてお諮りします。 

会議傍聴規則の規定により、６人に制限したいと思います。 

御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

 

日程第４ 報告第２８号「令和８年２月教育長等一般経過報告につい

て」学務課長から説明願います。 

 

（報告第２８号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

一般経過報告を終わります。 

 

日程第５ 報告第２９号「七戸町文教厚生常任委員会の報告につい

て」学務課長から説明願います。 
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生涯学習課長 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

学務課長 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

スポーツ振興課長 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

（報告第２９号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

報告第２９号は承認されました。 

 

日程第６ 報告第３０号「七戸町教育福祉援助基金運営委員会委員の

報告について」学務課長から説明願います。 

 

（報告第３０号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

報告第３０号は承認されました。 

 

日程第７ 報告第３１号「令和７年度七戸町スポーツ顕賞受賞者の報

告について」スポーツ振興課長から説明願います。 

 

（報告第３１号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

報告第３１号は承認されました。 

 

日程第８ 議案第２３号「七戸町立公民館使用条例の一部を改正する

条例について」生涯学習課長から説明願います。 

 

（議案第２３号について、資料に基づき説明） 
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教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

スポーツ振興課長 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

学務課長 

 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

これより、議案第２３号について採決します。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

 従いまして、本案は原案のとおり決定しました。 

 

日程第９ 議案第２４号「七戸町総合アリーナ条例施行規則の一部を

改正する規則について」スポーツ振興課長から説明願います。 

 

（議案第２４号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

これより、議案第２４号について採決します。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

 （なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

 従いまして、本案は原案のとおり決定しました。 

 

日程第１０ 議案第２５号「令和７年度七戸町教育奨励賞受賞者の追

加審査について」学務課長から説明願います。 

 

（議案第２５号について、資料に基づき説明） 
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教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

学務課長 

 

 

 

 

山田委員 

 

学務課長 

 

山田委員 

 

 

学務課長 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

これより、議案第２５号について採決します。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

 （なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

 従いまして、本案は原案のとおり決定しました。 

 

日程第１１ 議案第２６号「七戸町立小・中学校教職員の働き方改革

プランの策定について」学務課長から説明願います。 

 

（議案第２６号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

 このプランの施行日は令和８年４月１日でよろしいでしょうか。 

 

 そのとおりです。 

 

 プランに関連することですが、現在、七戸町立学校で休職中の教職員

はいるのでしょうか。 

 

 １名います。 

 

 他に質疑はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

これより、議案第２６号について採決します。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 



7 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

学務課長 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

学務課長ほか 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 （なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

 従いまして、本案は原案のとおり決定しました。 

 

日程第１２ 議案第２７号「七戸町立学校の教職員に関する業務量管

理・健康確保措置実施計画の策定について」学務課長から説明願いま

す。 

 

（議案第２７号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

これより、議案第２７号について採決します。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

 （なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

 従いまして、本案は原案のとおり決定しました。 

 

日程第１３ 議案第２８号「令和７年度七戸町一般会計補正予算（第

１０号・教育費関係）について」学務課長から順に説明願います。 

 

（議案第２８号について、学務課長、生涯学習課長、スポーツ振興課

長、国民スポーツ大会推進室長の順に資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

これより、議案第２８号について採決します。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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教育長 

 

 

 

 

 

学務課長ほか 

 

 

教育長 

 

 

山田委員 

 

 

 

 

教育長 

 

 

山田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 （なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

 従いまして、本案は原案のとおり決定しました。 

 

日程第１４ 議案第２９号「令和８年度七戸町一般会計予算（教育費

関係）について」学務課長から順に説明願います。 

 

（議案第２９号について、学務課長、生涯学習課長、スポーツ振興課

長、国民スポーツ大会推進室長の順に資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

 町の課題である不登校児童生徒に対する予算はこの当初予算のどこに

あるのでしょうか。本日の議案の中で町内の保育所、こども園などの利

用に対し減免し利便性を図るということでしたが、不登校児童生徒を支

援する団体等が施設を利用する場合も減免対象になるのでしょうか。 

 

 実際に中部の教育委員会相談室で対応している子どもたちが、アリー

ナを利用しています。 

 

 町として学校に登校できない子供たちを手当てしていかなければなら

いと思っています。中部や県で対応しているのはわかっております。 

 どういう理由で学校に登校できないのか、それぞれの学校に何人い

て、こういう現状だということを知りたいです。各校長から報告されて

いると思いますが、私たち委員は把握していません。文部科学省から

は、不登校児童生徒の人数や理由が発表され、対応するよう通知されて

います。不登校児童生徒の対応するためには、予算がなければ対応でき

ないと思いますがどうでしょうか。 

 

 今後の対策について、すぐに回答することはできませんが、学習研を

発足したいと考えております。しかし、一人一人の状況が違うので様々

検討していかなければならないと思っています。委員のおっしゃるとお

り予算がないと進まない部分もありますが、予算がなくても今後の対策

を検討することはできるので、必ず聞き取り等を実施しながら回答でき

るよう進めていきます。 
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山田委員 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

学務課長 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 現状を把握するために、情報の見える化を進めていただきたいと思い

ます。また、全国的には様々なプランを作成し進めているので、七戸町

でもぜひ進めてほしいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

 

他に質疑はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

これより、議案第２９号について採決します。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

 （なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

 従いまして、本案は原案のとおり決定しました。 

 

日程第１５ 議案第３０号「教育委員会事務局職員の人事に関し教育

長に委任することについて」学務課長から説明願います。 

 

（議案第３０号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

これより、議案第３０号について採決します。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

 （なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

 従いまして、本案は原案のとおり決定しました。 

 

日程第１６ その他に入ります。 

各課からの連絡事項について学務課長から説明願います。 
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学務課長 

 

 

 

教育長 

 

教育長 

 

生涯学習課長 

 

教育長 

 

スポーツ振興課長 

 

教育長 

 

国民スポーツ大会 

推進室長 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

学務課長 

 

教育長 

 

（連絡事項について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりました。連絡事項について、順に確認していきます。 

 

（連絡事項について、資料に基づき確認） 

 

次に、生涯学習課からお願いします。 

 

（「土器修復ワークショップ」について、資料に基づき説明） 

 

次に、スポーツ振興課からお願いします。 

 

連絡事項はありません。 

 

次に、国民スポーツ大会推進室からお願いします。 

 

（令和８年度国民スポーツ大会予算（運営費）について、資料（報告

第２９号文教厚生常任委員会の報告資料）に基づき説明） 

 

委員のみなさん、何かございませんか。 

  

 （なしの声） 

 

 ここで、追加日程がありますので暫時休憩します。 

 学務課以外の課長は、ここで会議終了となりますので、退席をお願い

します。 

 

（生涯学習課長、スポーツ振興課長、国民スポーツ大会推進室長退席 

追加日程資料配布） 

 

 休憩を取り消し、会議を開きます。 

 

追加日程第１ 議案第３１号「県費負担教職員校長人事の内申につい

て」学務課長から説明願います。 

 

（議案第３１号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 
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教育長 

 

 

 

 

 

教育長 

（なしの声） 

 

これより、議案第３１号について採決します。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

 （なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

 従いまして、本案は原案のとおり決定しました。 

 

以上で、本日予定された日程は全て終了しました。 

よって、本日の会議を閉会します。お疲れ様でした。 

 

                  閉会 午前１０時５２分 

 

 

以上の議事録は、学務課長補佐が記載したものであるが、内容に相違ないことを証明

するためにここに署名する。 

 

１番  山田委員                     

 

４番  半﨑委員                     

 


